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１ 農地法第３条許可申請に関する件

２ 農地転用事業計画変更に関する件

３ 農地法第４条許可申請に関する件

４ 農地法第５条許可申請に関する件

５ 非農地認定に関する件

６ 農地利用変更届出に関する件
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１ 法務局から照会のあった農地等の現況について

２ 鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況について

３ 国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について

５ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

  ７ 農地パトロールについて
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議    長

事 務 局

議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和４年度第５回総会を開催いたしま

す。

まず 事務局より連絡事項をお願いします。

先月もご紹介したところですが、６月２９日付で、農業委員会委員に上四元正

昭様が任命され、本日が初めての出席となりますので、ご紹介をさせていただき

ます。

（上四元委員挨拶）

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１６人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いたし

ております。

なお、欠席届が、永尾委員、枇榔委員、福永委員から出されています。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよろ

しいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、弟子丸委員、鳥丸委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいております。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題７．｢農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与の制限とな

っておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～３ページ １３件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請事由：労力不足、規模拡大、権利の種別：所有権移転、売買。

番号２号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号５号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。

番号７号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

番号９号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、事務局お願いします。
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郡 山 支 局 ご報告します。

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号１１号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１３号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願い

いたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申請

に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人に

許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更に関する件

４ページ～６ページ ５件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更に関する件」を審議します。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件」谷山の番号１号、松元の番号３号及

び議題４．「農地法第５条許可申請に関する件」谷山の番号３、４号、松元の番号２

０号の案件が、この事業計画変更に関連するので併せて、審議していただききたい

と思います。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更前：建売住宅２棟９４．８５㎡ 庭敷地等４０１．１５㎡、変更

後：建売住宅２棟１４８．６４㎡ 庭敷地等３５０．８０㎡、申請事由：当初の計

画では、２階建ての建売住宅２棟を建築する予定であったが、事業計画の変更によ

り２棟のうち１棟を平屋建てとするもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和

３年１０月１２日、許可番号：農委第０３２５－３１号。

番号２号、変更前：建売住宅２棟、変更後：一般住宅１棟、申請事由：当初計画

者が事業の継続が困難なため、継承人が一般住宅とするもの。権利の種別：所有権

移転、許可日：令和４年３月１５日、許可番号：農委第０３２５－８０号。

番号３号、変更前：建売住宅２棟、変更後：一般住宅１棟、申請事由：当初計画

者が事業の継続が困難なため、継承人が一般住宅とするもの。権利の種別：所有権

移転、許可日：令和４年３月１５日、許可番号：農委第０３２５－８０号。

なお、別件５条申請と関連しますので、あわせて、説明いたします。

９ページをお開きください。

番号３号、用途・施設：住家１棟６０．００㎡、庭敷地等１４０．１０㎡、周囲

の状況及び被害防除計画：東…私道、西…別件５条申請地、南…市道、水路、北…

他人田、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所

有権移転、売買。

番号４号、住家１棟８２．８１㎡、庭敷地等１９２．４４㎡、東…別件５条申請

地、西…水路、南…市道、水路、北…他人田、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。

５ページをお開きください。

番号４号、変更前：建売住宅２９棟１，６８０．８４㎡ 宅地分譲７区画２，１

３７．８５㎡、総面積１５，３１５．５５㎡、変更後：建売住宅３５棟２，０２８．

６０㎡ 宅地分譲１６区画３，５１５．４０㎡、総面積１６，７７５．４７㎡、申

請事由：当初建売住宅２９棟を建築する計画であったが、事業拡大により建売住宅

３５棟を建築するもの。権利の種別：所有権移転、許可日：令和３年１２月２２日、

許可番号：農委第０３２５－６１号。

なお、別件４条申請と関連しますので、あわせて、説明いたします。

７ページをお開きください。

番号１号、建売住宅３５棟２，０２８．６０㎡、庭敷地等４，９９８．３９㎡、

宅地分譲１６区画３，５１５．４０㎡、調整池７２２．３５㎡、通路３，５７１．

５７㎡、公園１，００６．５９㎡、緑地等９３２．５７㎡、東…河川管理道路、他

人畑、山林、西…宅地、南…市道、北…里道、境界…コンクリート擁壁、ブロック

積、雨水…河川放流、汚水…公共下水道。

以上の件につきまして 事務局より補足説明をいたします。
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谷 山 支 局 この件について、補足して説明いたします。（図面掲示）

申請地は、谷山支所から北北西に約４．６㎞に位置する第３種農地です。

申請人は、市内で土木不動産業を営む法人で、すでに令和３年１１月に農地法第

５条第１項の申請がなされ、令和３年１２月２２日付けで許可を行った、農地１３

筆９,８７８㎡と隣接する雑種地等と一体利用した総面積１５,３１５．５５㎡に新

たに農地以外の山林等を加え、総面積１６，７７５．４７㎡とするものです。

変更前、計画しておりました建売住宅は２９棟から６棟を追加し３５棟へ、宅地

分譲は７区画から９区画を追加し１６区画に変更するため、農地法第５条事業計画

変更申請及び農地法第４条申請が提出されました。

こちらの図面をご覧ください。

図面中、黄色で塗られているところが、変更前の区域になります。

今回、追加となった土地が赤色で塗られたところとなります。今回、追加された

区域には農地は含まれておりません。

境界につきましては、コンクリート擁壁、ブロック積とし、雨水につきましては、

調整池に貯留後、永田川へ放流する計画です。汚水につきましては、公共下水道と

なっております。

以上で説明を終わります。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。
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３ 番 委 員 ご報告します。

番号５号、変更前：建売住宅１棟１６７．００㎡、変更後：建売住宅６棟４３９．

９０㎡、通路１７４．００㎡、ゴミステーション２５．４７㎡、庭敷地等７７１．

６３㎡、申請事由：当初の計画では、建売住宅 1棟を建築する予定であったが、現

地が軟弱地盤であり地盤が落ち着くまで造成を中断していたが今回、隣接地を取得

すると同時に本申請と一体利用で地盤改良を含め事業計画変更をするもの。権利の

種別：所有権移転、許可日：平成３０年１１月２８日、許可番号：農委第３０８５

－２６号。

なお、別件５条申請と関連しますので、あわせて、説明いたします。

１４ページをお開きください。

番号２０号、用途・施設：建売住宅６棟４３９．９０㎡、通路１７４．００㎡、

ゴミステーション２５．４７㎡、庭敷地等７７１．６３㎡、周囲の状況及び被害防

除計画：東・南…宅地、他人田、西…宅地、北…市道、境界…コンクリート擁壁、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権移転、売買。

以上の件につきまして 補足説明をいたします。

申請地は、平成３０年１１月２８日の総会において建売住宅１棟の計画で許可を

しましたが、現地は軟弱地盤であることから 造成工事を中断しておりました。

しかし、今回は隣接地と一体利用し、地盤改良工事を行い、建売住宅６棟へ事業

計画を変更することとなったため、始末書添付のうえ事業計画変更及び転用許可申

請がなされたものです。

なお、転用未実行のまま数年が経過していますが、工事進捗状況報告書は提出さ

れており、報告を受けた都度、現地調査を行い、早期着工や農地転用の手続きにつ

いて指導しておりました。

また、今回の申請を受け付けるにあたり、今後はこのような事が無いように事業

計画に従い工事を行うよう指導いたしました。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条、第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、

全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたしま

す。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変更

に関する件」５件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたします。

又、議題３．「農地法第４条許可申請に関する件」番号１、３号及び議題４．「農

地法第５条許可申請に関する件」番号３、４、２０号につきましては、原案どおり

許可するものと決定し、申請人に許可書を交付することといたします。

但し、転用面積が３，０００㎡を超える第４条の番号１号につきましては、「県農

業会議」に意見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付す

ることといたします。

議題３．農地法第４条許可申請に関する件

７ページ～８ページ ３件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど谷山の１件及び松元の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変

更に関する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１件について審議して

いただきたいと思います。

それでは、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、用途・施設：貸資材置場５８３．００㎡、転回場等６１．００㎡、周

囲の状況及び被害防除計画、東・北…雑種地、西…山林、南…市道、境界…コンク

リート擁壁、雨水…自然流下。

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。

申請人は、当該申請地を、平成１３年頃から、自身が経営する造園会社の資材置

場として使用しておりましたが、

今回、「始末書」並びに「土地賃貸借契約書」を添付のうえ、改めて、申請がなさ

れたものでございます。

つきましては、今後は、許可を受けてから転用するよう、代理人を通じて指導し

たところでございます。

以上です。
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議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２種

農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申請

に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許

可書を交付することといたします。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

９ページ～１４ページ ２１件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

先ほど谷山の２件及び松元の１件につきましては、議題２．｢農地転用事業計画変

更に関する件」と併せて審議しておりますので、それ以外の１８件について審議し

ていただききたいと思います。

まず、谷山、１４番委員お願いします。
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：車両置場３００．００㎡、転回場等４８８．００㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…水路、西…宅地、雑種地、水路、南…市道、雑種

地、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、権利の種別：所有権移転、売

買。

番号２号、資材置場１５１．００㎡、駐車場１６２．００㎡、通路７１．８３㎡、

転回場等２３９．００㎡、東…農道、雑種地、西・北…他人田、南…水路、境界…

ブロック積、雨水…自然流下、権利の種別：所有権移転、売買。

番号５号、住家１棟９６．０５㎡、庭敷地等２５４．９５㎡、東・南…渡人田、

西…宅地、北…農道、宅地、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化

槽、所有権移転、売買。

番号６号、住家１棟８８．７１㎡、庭敷地等１５２．２９㎡、東…市道、西・南

…渡人畑、北…里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。

番号７号、建売住宅２棟１８７．３５㎡、庭敷地等２４３．３３㎡、宅地分譲１

区画２０１．００㎡、通路２８５．６７㎡、東…市道、宅地、西…宅地、渡人畑、

他人畑、南…他人畑、北…農道、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…農

道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号８号、通路１１．００㎡、東…渡人畑、西…宅地、南…受人畑、北…農道、

境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

番号９号、建売住宅１棟９９．３７㎡、庭敷地等３４５．６３㎡、東…水路、西

…農道、宅地、南…他人田、北…他人田、宅地、境界…ブロック積、雨水…農道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号１０号、クヌギ２１１本１，０８０．００㎡、東・南…市道、西・北…山林、

境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。

番号１１号、車両置場４１９．００㎡、東・西・南…雑種地、北…国道、境界…

コンクリート擁壁、雨水…国道側溝、賃貸借権。

以上です。

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。
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６ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、駐車場４００．００㎡、転回場２１０．００㎡、通路１８７．００

㎡、東…農道、西…水路、南…他人畑、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…水

路放流、所有権移転、売買。

番号１３号、住家１棟５９．００㎡、庭敷地等２７７．００㎡、東…山林、西…

市道、南…雑種地、北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。

番号１４号、貸資材置場１０８．００㎡、駐車場３６．００㎡、通路９６．００

㎡、転回場等２５６．００㎡、東…山林、西…宅地、市道、南…渡人畑、北…雑種

地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

以上です。

議    長 次に、桜島、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号１５号、住家１棟１０９．３０㎡、庭敷地等３１５．７０㎡、東・南…宅地、

西…里道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所

有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、桜島支所から北東へ約８０ｍに位置する第３種の３００ｍ以内農地に

該当します。

がけ地規制により使用できない面積が、３０３．２３㎡であり、実際に使用でき

る有効面積は、４２５㎡であることから、一筆すべてを転用することはやむを得な

いと判断したものです。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号１６号、貸資材置場２００．００㎡、転回場等１２９．００㎡、東…宅地、

西…雑種地、他人畑、南…水路、北…雑種地、境界…土留、雨水…自然流下、所有

権移転、売買。

番号１７号、住家１棟１０５．１６㎡、庭敷地等１７８．８４㎡、東・北…別件

５条申請地、西…市道、南…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１８号、建売住宅２棟１４７．２２㎡、庭敷地等５７３．７８㎡、東・南…

他人畑、西…別件５条申請地、北…渡人畑、別件５条申請地、境界…ブロック積、

雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１９号、通路１０９．００㎡、東・南…別件５条申請地、西…市道、北…渡

人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

番号１９号の通路につきましては番号１７、１８号の通路として、隣接する市道

に出入りするため使用します。

以上です。

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。

番号２１号、建売住宅７棟６３５．９５㎡、通路７６５．００㎡、庭敷地等１，

３８８．０５㎡、東・南…宅地、西…他人畑、宅地、北…市道、境界…コンクリー

ト擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申請

に関する件」１８件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に

許可書を交付することといたします。

議題５．非農地認定に関する件

１５ページ～１９ページ １４件

議    長 次に、議題５．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、本局、２番委員お願いします。
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２ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：コサン竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：住家１棟、３０年経過、現況宅地。

番号３号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。

１ ８ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、調査結果：４９９９－１：住家１棟、１７年経過、現況宅地。５００

０、５００１：杉、約５０年経過、現況山林。

番号５号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号６号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号７号、調査結果：８２３１、８９６３、８９６９－ロ、９０００：孟宗竹自

然繁茂、８９１８：唐竹自然繁茂、９４４６、９４４９、９９２５、９９２５－ロ：

杉、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号８号、調査結果：孟宗竹自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。

６ 番 委 員 ご報告します。

番号９号、調査結果：住家１棟、３０年経過、現況宅地。

番号１０号、調査結果：住家１棟、２３年経過、現況宅地。

番号１１号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号１２号、調査結果：大名竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、調査結果：雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

番号１４号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。

以上です。
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「非農地認定に関する件」

１４件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題６．農地利用変更届出に関する件

２０ページ ２件

議 長 次に、議題６．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。

それでは、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：令和４年８月１０日、工事終

了日：令和４年１２月２５日、周囲の状況：東…水路、西・南…市道、北…別件農

変番号２申請地、境界…土留、ブロック積、法面保護、高さ…０．８０ｍ～２．２

０ｍ、作物…野菜、搬入土…黒土。

番号２号、周辺土地より低いため、盛土をして畑としての利便性を高める。令和

４年８月１０日、令和４年１２月２５日、東…水路、西・北…市道、南…別件農変

番号１申請地、境界…土留、ブロック積、Ｌ型擁壁、高さ…０．８０ｍ、作物…野

菜、搬入土…黒土。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農地利用変更届出に関

する件」２件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。
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議題７．農用地利用集積計画に関する件

２１ページ～３１ページ ２０件

議    長 次に、議題７．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

３１ページ、番号１９、２０号につきましては、１３番委員自身が,申請人とな

っている案件でございます。

従いまして、１３番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、そ

の間に審議し、再び着席していただくことにします。

１３番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１３番委員離席後）

それでは、番号１９、２０号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。

３１ページをご覧ください。

番号１９号、地目：田、面積１，４１３．００㎡、権利の種類：賃貸借権、設定

期間１０年、区分：新規。

番号２０号、地目：田、面積６３１．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定期

間１０年、区分：新規。

令和４年７月２９日公告予定です。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号１９、２０号につきましては、原案どおり、承認することに決

定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１３番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（１３番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの１８件及び先ほどの２件を併せて、一括して事務局から説明をお願いしま

す。
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事 務 局 資料の２１ページをご覧ください。

「議案第７号」、令和４年７月２９日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついて、只今の分も含め、ご説明申し上げます。

右側の一番下になります。

賃貸借権９件、１０筆、１４，０１３．００㎡。使用貸借権１１件、１４筆、１

０，０５４．００㎡。合計２０件、２４筆、２４，０６７．００㎡です。

議案書の２２ページから３１ページは、農用地利用集積計画の内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題８．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ２件

議    長 次に、議題８．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

まず、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、山林

４．現況、申出地は、中山町荒平下地区にあり、谷山支所から北西へ約４．４ｋ

ｍに位置し、東・南側は山林、西・北側は農道に接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書

のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計

画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、太陽光発電設備

４．現況、申出地は、喜入瀬々串町下地区にあり、喜入支所から北西へ約５．８

ｋｍに位置し、東側は農道、西側は他人畑、里道、南側は市道、北側は他人畑に接

している。

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書

のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計

画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、承認

することに決定いたします。

議題９．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題９．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関

する件」を審議します。別冊資料２です。

それでは、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

３．変更後の用途、加工場、倉庫、販売施設

４．現況、申出地は、直木町松切畑地区にあり、松元支所から南西へ約２．５ｋ

ｍに位置し、東・北側は他人畑、西側は他人畑、宅地、南側は農道に接している。

５．農業委員会の意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果は

別紙調書のとおりで、変更後の用途は加工場、倉庫、販売施設であり、周辺農地へ

の影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農業振興地域整備計

画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どお

り、承認することに決定いたします。
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報        告        事        項

１．法務局から照会のあった農地等の現況について

３２ページ～３６ページ ５件

議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」

まず、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 報告します。３２ページです。

照会日：令和４年６月２４日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年６月２８日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、谷山、１４番委員お願いします。

１ ４ 番 委 員 報告します。３３ページです。

照会日：令和４年６月２１日、現況：一部非農地、一部農地、調査結果：該地

は市街化調整区域内にあり、現況一部非農地、一部農地である。

処理状況：令和４年７月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３４ページです。

照会日：令和４年６月２７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年７月４日 鹿児島地方法務局へ報告済。

議 長 次に、松元、３番委員お願いします。

３ 番 委 員 報告します。３５ページです。

照会日：令和４年７月５日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年７月１３日 鹿児島地方法務局へ報告済。

次に、３６ページです。

照会日：令和４年７月８日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定め

のない都市計画区域内にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年７月１３日 鹿児島地方法務局へ報告済。
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２．鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況について

３７ページ～３８ページ １件

議 長 次に、報告事項２「鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況

について」

それでは、本局、２番委員お願いします。

２ 番 委 員 報告します。３７ページから３８ページです。

照会日：令和４年６月１５日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、現況非農地である。

処理状況：令和４年６月２４日 鹿児島市長へ報告済。

以上です。

３．国土利用計画法による届出・土地に関する調書について

３９ページ～４１ページ ３件

議 長 次に、報告事項３「国土利用計画法による届出・土地に関する調書について」

まず、本局、事務局お願いします。
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事 務 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。

番号１

この調書は、市街化区域内の２，０００㎡以上の土地の売買であるため、申請

人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が６月１７

日に提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ、回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）１，０１１㎡、現況利用です。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は市街化区域内にあるため、市街化

区域内農地に該当します。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが，農業振興地域外及び農用地区域外です。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地には農地が含まれているの

で、農地法に基づく届出が必要であるが、既に５条届出がなされ、令和４年６月

２８日付けで受理通知書を交付済み」と回答したところです。

以上のとおり、土地利用調整課へ６月２８日に回答したところでございます。

続きまして、番号２です。

この調書は、市街化区域内の２，０００㎡以上の土地の売買であるため、申請

人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が６月１７

日に提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ、回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の

所在は記載のとおりであり、地目別面積は（畑）８８３㎡、現況利用です。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は市街化区域内にあるため、市街化

区域内農地に該当します。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが，農業振興地域外及び農用地区域外です。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地には農地が含まれているの

で、農地法に基づく届出が必要であるが、既に５条届出がなされ、令和４年６月

１５日付けで受理通知書を交付済み」と回答したところです。

以上のとおり、土地利用調整課へ６月２８日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

議 長 次に、松元、事務局お願いします。



- 21 -

松 元 支 局 この調書は、都市計画区域内の５,０００㎡以上の土地の売買であるため、申請

人から本市の土地利用調整課へ、国土利用計画法の規定による届出書が、６月１

３日提出されました。

申請地の一部に農地が含まれていたことから、農業委員会事務局に意見を求め

られ回答したものです。

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが、譲受人、譲渡人、農地の

所在につきましては、記載のとおりです。

地目別面積は、畑で６,００３㎡です。

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、第２種農地のその他の農地に該

当します。

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関

係」ですが、農業振興・地域内で、農用地・区域外です。

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は、農地が含まれているた

め、農地法に基づく許可が必要でありますが、令和４年５月９日付け農地転用許

可申請がなされ、令和４年度第３回農業委員会総会と令和４年６月６日、県常設

審議委員会において審議され

「都市計画法２９条許可を条件として許可相当となった」との回答をしたとこ

ろです。

以上のとおり、土地利用調整課へ６月２０日に回答したところでございます。

以上で報告を終わります。

４．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

４２ページ～４４ページ １６件

５．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４５ページ～５４ページ ３０件

議 長 次に、報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項５「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 ４２ページをお開きください。

報告事項４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１６件です。

登記地目別では、田３０筆、１５．９９６．００㎡、畑５３筆、２８，６５３．

００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１６件。権利の種別は、

所有権が１６件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無が１５件となっ

ております。

４３ページから４４ページは、農地法第３条の３関係の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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事 務 局 ４５ページをお開きください。

報告事項５ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。

転用目的別では、第４条関係では、多い順に駐車場が４件、一般住宅が２件、

合計６件となっております。

第５条関係では、多い順に一般住宅が１９件、その他が３件、店舗等が２件、

合計２４件となっております。

４６ページから４７ページは、４条関係６件、４８ページから５４ページは、

５条関係２４件の内容です。お目通しをお願いいたします。

   ６．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料３

７．農地パトロールについて

別冊資料４

議 長 次に、報告事項６「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

報告事項７「農地パトロールについて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項６ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

別冊資料３をご覧ください。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず、二段書きの上の段の５月分については、訪問戸数５４戸、うち不在１０

戸、調査回答戸数４１戸、貸出希望２戸９４．９０アール、借入希望、貸出実績、

借入実績、中間管理事業活用実績はありませんでした。

各地区の実績、累計についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。
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事 務 局 農地パトロールについて報告いたします。

別冊資料４の１ページをお開きください。

実施期間ですが、令和４年８月２２日から８月３１日までを中心に実施します。

調査出発時間は、午前の部は午前９時から、午後の部は午後１時３０分から行い

ます。

このパトロールは、農地法第３０条の利用状況調査と位置づけ、あわせて農地利

用変更届出現地調査を行います。

調査地域は、本庁１班 谷山４班 吉野、伊敷、吉田、桜島、喜入、松元、郡山

の各地区は２班ずつの ９地域１９班です。

調査員は、農業委員１９名と農地利用最適化推進委員１８名、事務局職員です。

調査方法について、各班は、地区の農業委員と農地利用最適化推進委員、各１名

と職員２名の４名で調査します。

調査確認の方法は、

① 遊休農地の調査は、写真を撮り遊休農地調査票に記入

② 無断転用農地は、無断転用調査票に記入

③ 農地利用変更届出がある場合は利用状況を調査し、利用変更届出調査票に記

入します。

パトロールの実施結果は、班ごとに取りまとめて、無断転用農地、遊休農地につ

いて所有者等に対して助言や意向確認等を行います。

次回の農地パトロールは９月に実施予定です。

農地パトロールの日程とコース等については、２ページから４ページまでに記載

してありますので、お目通しをお願いします。各調査票は、５ページから７ページ

まででございます。

また、農地パトロールの当日は「帽子」、「腕章」、「ステッカー」等、農地パトロ

ールグッズの活用を徹底していただきますようよろしくお願いいたします。

以上です。

議    長 ありがとうございました。

（議事終了：午前１０時５０分）

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。
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事 務 局 令和４年度第６回総会（月例）開催日時は、

８月２６日（金）午前１０時開会 市役所本館２階 講堂です。

あともう一点、個人情報の漏えい防止についてのお願いでございます。

県農業会議が開催する常設審議会においても、会議終了後、審議資料は回収して

おりますので、本市農業委員会においても同様の取扱いとし、今回の総会より総会

資料はお帰りの際に回収させていただきますのでご協力をお願いいたします。

事 務 局 机の上に配布してある資料をご覧ください。農地利用最適化交付金の交付要件に

つきまして、４月変更前の方は、交付要件の前提条件という欄に、全ての推進委員

は毎月の活動を実施していることという条件を記載しております。これに伴いまし

て、月に１日も活動していない推進委員等がいた場合は、農業委員会の配当は０と

すると。連帯責任で、農業委員会自体に全ての交付金を０にするという要綱が含ま

れていたのですが、５月に行われました、全国農業委員会会長大会の会議の中で、

要望事項として、国会議員の方に伝えたところ、７月に農林水産省から通知があり

まして、０件の要件というのは無くなりました。連帯責任の要綱自体が削られまし

たので、ひと月の活動日数が０日であっても、連帯責任という形にはなりませんの

で、そのご報告です。

農業委員会だよりを 1年に１回１２月に発行しているのですが、６地区の方から

編集委員の方を出していただきましたので、この後、みなと大通り４階の農業委員

会室で１１時１０分から第１回の編集会議を始めたいと思いますので、お越しくだ

さい。よろしくお願いします。

以上です。

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１０時５５分）


